
行
政
手
続
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照
表

改

正

後

現

行

備

考

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条－

第
四
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条－

第
四
条
）

第
二
章

申
請
に
対
す
る
処
分
（
第
五
条－

第
十
一
条
）

第
二
章

申
請
に
対
す
る
処
分
（
第
五
条－

第
十
一
条
）

第
三
章

不
利
益
処
分

第
三
章

不
利
益
処
分

第
一
節

通
則
（
第
十
二
条－

第
十
四
条
）

第
一
節

通
則
（
第
十
二
条－

第
十
四
条
）

第
二
節

聴
聞
（
第
十
五
条－
第
二
十
六
条
）

第
二
節

聴
聞
（
第
十
五
条－

第
二
十
六
条
）

第
三
節

弁
明
の
機
会
の
付
与
（
第
二
十
七
条－

第
二
十
九
条
）

第
三
節

弁
明
の
機
会
の
付
与
（
第
二
十
七
条－

第
二
十
九
条
）

第
四
章

行
政
指
導
（
第
三
十
条－

第
三
十
六
条
）

第
四
章

行
政
指
導
（
第
三
十
条－

第
三
十
五
条
）

第
五
章

処
分
等
の
求
め
（
第
三
十
七
条
）

第
五
章

処
分
等
の
求
め
（
第
三
十
七
条
）

第
六
章

届
出
（
第
三
十
八
条
）

第
五
章

届
出
（
第
三
十
六
条
）

附
則

附
則

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

第
一
条
及
び
第
二
条

（
略
）

第
一
条
及
び
第
二
条

（
略
）

（
適
用
除
外
）

（
適
用
除
外
）

第
三
条

次
に
掲
げ
る
処
分
及
び
行
政
指
導
に
つ
い
て
は
、
次
章
か
ら
第
五
章
ま

第
三
条

次
に
掲
げ
る
処
分
及
び
行
政
指
導
に
つ
い
て
は
、
次
章
か
ら
第
四
章
ま

で
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

で
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

一

刑
事
事
件
に
関
す
る
法
令
に
基
づ
い
て
司
法
警
察
職
員
が
す
る
行
政
指
導

一

刑
事
事
件
に
関
す
る
法
令
に
基
づ
い
て
司
法
警
察
職
員
が
す
る
行
政
指
導

二

地
方
税
の
犯
則
事
件
に
関
す
る
法
令
に
基
づ
い
て
徴
税
吏
員
が
す
る
行
政

二

地
方
税
の
犯
則
事
件
に
関
す
る
法
令
に
基
づ
い
て
徴
税
吏
員
が
す
る
行
政

指
導

指
導

三

学
校
、
講
習
所
、
訓
練
所
又
は
研
修
所
に
お
い
て
、
教
育
、
講
習
、
訓
練

三

学
校
、
講
習
所
、
訓
練
所
又
は
研
修
所
に
お
い
て
、
教
育
、
講
習
、
訓
練

又
は
研
修
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
学
生
、
生
徒
、
児
童
若
し
く
は
幼

又
は
研
修
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
学
生
、
生
徒
、
児
童
若
し
く
は
幼

児
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
保
護
者
、
講
習
生
、
訓
練
生
又
は
研
修
生
に
対
し
て

児
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
保
護
者
、
講
習
生
、
訓
練
生
又
は
研
修
生
に
対
し
て

さ
れ
る
処
分
及
び
行
政
指
導

さ
れ
る
処
分
及
び
行
政
指
導

四

留
置
施
設
に
お
い
て
、
収
容
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
さ
れ
る
行
政
指

四

留
置
施
設
に
お
い
て
、
収
容
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
さ
れ
る
行
政
指

導

導

五

公
務
員
（
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
二
条

五

公
務
員
（
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
国
家
公
務
員
及
び
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

第
一
項
に
規
定
す
る
国
家
公
務
員
及
び
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法



律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
公
務
員
を
い
う
。

律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
公
務
員
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
又
は
公
務
員
で
あ
っ
た
者
に
対
し
て
そ
の
職
務
又
は
身
分
に

以
下
同
じ
。
）
又
は
公
務
員
で
あ
っ
た
者
に
対
し
て
そ
の
職
務
又
は
身
分
に

関
し
て
さ
れ
る
処
分
及
び
行
政
指
導

関
し
て
さ
れ
る
処
分
及
び
行
政
指
導

六

専
ら
人
の
学
識
技
能
に
関
す
る
試
験
又
は
検
定
の
結
果
に
つ
い
て
の
処
分

六

専
ら
人
の
学
識
技
能
に
関
す
る
試
験
又
は
検
定
の
結
果
に
つ
い
て
の
処
分

七

相
反
す
る
利
害
を
有
す
る
者
の
間
の
利
害
の
調
整
を
目
的
と
し
て
法
令
の

七

相
反
す
る
利
害
を
有
す
る
者
の
間
の
利
害
の
調
整
を
目
的
と
し
て
法
令
の

規
定
に
基
づ
い
て
さ
れ
る
裁
定
そ
の
他
の
処
分
（
そ
の
双
方
を
名
宛
人
と
す

規
定
に
基
づ
い
て
さ
れ
る
裁
定
そ
の
他
の
処
分
（
そ
の
双
方
を
名
あ
て
人
と

る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
行
政
指
導

す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
行
政
指
導

八

公
衆
衛
生
、
環
境
保
全
、
防
疫
、
保
安
そ
の
他
の
公
益
に
関
わ
る
事
象
が

八

公
衆
衛
生
、
環
境
保
全
、
防
疫
、
保
安
そ
の
他
の
公
益
に
か
か
わ
る
事
象

発
生
し
又
は
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
現
場
に
お
い
て
警
察
職
員
又
は
こ
れ

が
発
生
し
又
は
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
現
場
に
お
い
て
警
察
職
員
又
は
こ

ら
の
公
益
を
確
保
す
る
た
め
に
行
使
す
べ
き
権
限
を
法
律
若
し
く
は
条
例
上

れ
ら
の
公
益
を
確
保
す
る
た
め
に
行
使
す
べ
き
権
限
を
法
律
若
し
く
は
条
例

直
接
に
与
え
ら
れ
た
そ
の
他
の
職
員
に
よ
っ
て
さ
れ
る
処
分
及
び
行
政
指
導

上
直
接
に
与
え
ら
れ
た
そ
の
他
の
職
員
に
よ
っ
て
さ
れ
る
処
分
及
び
行
政
指

導

九

報
告
又
は
物
件
の
提
出
を
命
ず
る
処
分
そ
の
他
そ
の
職
務
の
遂
行
上
必
要

九

報
告
又
は
物
件
の
提
出
を
命
ず
る
処
分
そ
の
他
そ
の
職
務
の
遂
行
上
必
要

な
情
報
の
収
集
を
直
接
の
目
的
と
し
て
さ
れ
る
処
分
及
び
行
政
指
導

な
情
報
の
収
集
を
直
接
の
目
的
と
し
て
さ
れ
る
処
分
及
び
行
政
指
導

十

審
査
請
求
、
異
議
申
立
て
そ
の
他
の
不
服
申
立
て
に
対
す
る
行
政
庁
の
裁

十

審
査
請
求
、
異
議
申
立
て
そ
の
他
の
不
服
申
立
て
に
対
す
る
行
政
庁
の
裁

決
、
決
定
そ
の
他
の
処
分
の
手
続
又
は
第
三
章
若
し
く
は
行
政
手
続
法
第
三

決
、
決
定
そ
の
他
の
処
分
の
手
続
又
は
第
三
章
若
し
く
は
行
政
手
続
法
第
三

章
に
規
定
す
る
聴
聞
若
し
く
は
弁
明
の
機
会
の
付
与
の
手
続
そ
の
他
の
意
見

章
に
規
定
す
る
聴
聞
若
し
く
は
弁
明
の
機
会
の
付
与
の
手
続
そ
の
他
の
意
見

陳
述
の
た
め
の
手
続
に
お
い
て
法
令
に
基
づ
い
て
さ
れ
る
処
分
及
び
行
政
指

陳
述
の
た
め
の
手
続
に
お
い
て
法
令
に
基
づ
い
て
さ
れ
る
処
分
及
び
行
政
指

導

導

２

（
略
）

２

（
略
）

第
四
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で

（
略
）

第
四
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で

（
略
）

第
四
章

行
政
指
導

第
四
章

行
政
指
導

第
三
十
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で

（
略
）

第
三
十
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で

（
略
）

（
行
政
指
導
の
方
式
）

（
行
政
指
導
の
方
式
）

第
三
十
三
条

行
政
指
導
に
携
わ
る
者
は
、
そ
の
相
手
方
に
対
し
て
、
当
該
行
政

第
三
十
三
条

行
政
指
導
に
携
わ
る
者
は
、
そ
の
相
手
方
に
対
し
て
、
当
該
行
政

許
認
可
等
の
権
限

指
導
の
趣
旨
及
び
内
容
並
び
に
責
任
者
を
明
確
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

指
導
の
趣
旨
及
び
内
容
並
び
に
責
任
者
を
明
確
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
行
使
し
得
る
旨
を

２

行
政
指
導
に
携
わ
る
者
は
、
当
該
行
政
指
導
を
す
る
際
に
、
県
の
機
関
が
許

２

行
政
指
導
に
携
わ
る
者
は
、
当
該
行
政
指
導
を
す
る
際
に
、
県
の
機
関
が
許

示
す
と
き
に
、
根
拠

認
可
等
を
す
る
権
限
又
は
許
認
可
等
に
基
づ
く
処
分
を
す
る
権
限
を
行
使
し
得

認
可
等
を
す
る
権
限
又
は
許
認
可
等
に
基
づ
く
処
分
を
す
る
権
限
を
行
使
し
得

条
項
等
示
さ
な
け
れ

る
旨
を
示
す
と
き
は
、
そ
の
相
手
方
に
対
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
さ
な

る
旨
を
示
す
と
き
は
、
そ
の
相
手
方
に
対
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
さ
な

ば
な
ら
な
い
こ
と
を

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

規
定
す
る
も
の
。



一

当
該
権
限
を
行
使
し
得
る
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項

一

当
該
権
限
を
行
使
し
得
る
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項

二

前
号
の
条
項
に
規
定
す
る
要
件

二

前
号
の
条
項
に
規
定
す
る
要
件

三

当
該
権
限
の
行
使
が
前
号
の
要
件
に
適
合
す
る
理
由

三

当
該
権
限
の
行
使
が
前
号
の
要
件
に
適
合
す
る
理
由

３

行
政
指
導
が
口
頭
で
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
相
手
方
か
ら
前
二
項
に

２

行
政
指
導
が
口
頭
で
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
相
手
方
か
ら
前
項
に
規

規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
交
付
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
行
政

定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
交
付
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
行
政
指

指
導
に
携
わ
る
者
は
、
行
政
上
特
別
の
支
障
が
な
い
限
り
、
こ
れ
を
交
付
し
な

導
に
携
わ
る
者
は
、
行
政
上
特
別
の
支
障
が
な
い
限
り
、
こ
れ
を
交
付
し
な
け

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
行
政
指
導
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
行
政
指
導
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一

相
手
方
に
対
し
そ
の
場
に
お
い
て
完
了
す
る
行
為
を
求
め
る
も
の

一

相
手
方
に
対
し
そ
の
場
に
お
い
て
完
了
す
る
行
為
を
求
め
る
も
の

二

既
に
文
書
（
前
項
の
書
面
を
含
む
。
）
又
は
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、

二

既
に
文
書
（
前
項
の
書
面
を
含
む
。
）
又
は
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、

磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方

磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方

式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供

式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供

さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
そ
の
相
手
方
に
通
知
さ
れ
て
い
る
事
項
と

さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
そ
の
相
手
方
に
通
知
さ
れ
て
い
る
事
項
と

同
一
の
内
容
を
求
め
る
も
の

同
一
の
内
容
を
求
め
る
も
の

第
三
十
四
条

（
略
）

第
三
十
四
条

（
略
）

（
行
政
指
導
の
中
止
等
の
求
め
）

（
行
政
指
導
の
中
止
等
の
求
め
）

行
政
指
導
を
受
け

第
三
十
五
条

法
令
に
違
反
す
る
行
為
の
是
正
を
求
め
る
行
政
指
導
（
そ
の
根
拠

第
三
十
五
条

法
令
に
違
反
す
る
行
為
の
是
正
を
求
め
る
行
政
指
導
（
そ
の
根
拠

た
者
が
、
行
政
に
再

と
な
る
規
定
が
法
律
又
は
条
例
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
相
手
方

と
な
る
規
定
が
法
律
又
は
条
例
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
相
手
方

考
を
求
め
る
申
出
を

は
、
当
該
行
政
指
導
が
当
該
法
律
又
は
条
例
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
し
な
い

は
、
当
該
行
政
指
導
が
当
該
法
律
又
は
条
例
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
し
な
い

条
例
上
の
手
続
と
し

と
思
料
す
る
と
き
は
、
当
該
行
政
指
導
を
し
た
県
の
機
関
に
対
し
、
そ
の
旨
を

と
思
料
す
る
と
き
は
、
当
該
行
政
指
導
を
し
た
県
の
機
関
に
対
し
、
そ
の
旨
を

て
位
置
づ
け
る
も
の
。

申
し
出
て
、
当
該
行
政
指
導
の
中
止
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め

申
し
出
て
、
当
該
行
政
指
導
の
中
止
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
行
政
指
導
が
そ
の
相
手
方
に
つ
い
て
弁
明

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
行
政
指
導
が
そ
の
相
手
方
に
つ
い
て
弁
明

そ
の
他
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
を
経
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の

そ
の
他
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
を
経
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
提
出
し
て
し
な

２

前
項
の
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
提
出
し
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
出
を
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

一

申
出
を
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

当
該
行
政
指
導
の
内
容

二

当
該
行
政
指
導
の
内
容

三

当
該
行
政
指
導
が
そ
の
根
拠
と
す
る
法
律
又
は
条
例
の
条
項

三

当
該
行
政
指
導
が
そ
の
根
拠
と
す
る
法
律
又
は
条
例
の
条
項

四

前
号
の
条
項
に
規
定
す
る
要
件

四

前
号
の
条
項
に
規
定
す
る
要
件

五

当
該
行
政
指
導
が
前
号
の
要
件
に
適
合
し
な
い
と
思
料
す
る
理
由

五

当
該
行
政
指
導
が
前
号
の
要
件
に
適
合
し
な
い
と
思
料
す
る
理
由

六

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

六

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項



３

当
該
県
の
機
関
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
必
要

３

当
該
県
の
機
関
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
必
要

な
調
査
を
行
い
、
当
該
行
政
指
導
が
当
該
法
律
又
は
条
例
に
規
定
す
る
要
件
に
適

な
調
査
を
行
い
、
当
該
行
政
指
導
が
当
該
法
律
又
は
条
例
に
規
定
す
る
要
件
に
適

合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
行
政
指
導
の
中
止
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と

合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
行
政
指
導
の
中
止
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
六
条

（
略
）

第
三
十
五
条

（
略
）

第
五
章

処
分
等
の
求
め

第
五
章

処
分
等
の
求
め

住
民
が
法
令
違
反

第
三
十
七
条

何
人
も
、
法
令
に
違
反
す
る
事
実
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

第
三
十
七
条

何
人
も
、
法
令
に
違
反
す
る
事
実
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

の
事
実
を
発
見
し
た

是
正
の
た
め
に
さ
れ
る
べ
き
処
分
又
は
行
政
指
導
（
そ
の
根
拠
と
な
る
規
定
が

是
正
の
た
め
に
さ
れ
る
べ
き
処
分
又
は
行
政
指
導
（
そ
の
根
拠
と
な
る
規
定
が

場
合
に
、
行
政
に
対

法
律
又
は
条
例
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
が
さ
れ
て
い
な
い
と
思
料

法
律
又
は
条
例
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
が
さ
れ
て
い
な
い
と
思
料

し
適
正
な
処
分
及
び

す
る
と
き
は
、
当
該
処
分
を
す
る
権
限
を
有
す
る
行
政
庁
又
は
当
該
行
政
指
導

す
る
と
き
は
、
当
該
処
分
を
す
る
権
限
を
有
す
る
行
政
庁
又
は
当
該
行
政
指
導

行
政
指
導
を
求
め
る

を
す
る
権
限
を
有
す
る
県
の
機
関
に
対
し
、
そ
の
旨
を
申
し
出
て
、
当
該
処
分

を
す
る
権
限
を
有
す
る
県
の
機
関
に
対
し
、
そ
の
旨
を
申
し
出
て
、
当
該
処
分

た
め
の
条
例
上
の
手

又
は
行
政
指
導
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

又
は
行
政
指
導
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

続
を
定
め
る
も
の
。

２

前
項
の
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
提
出
し
て
し
な

２

前
項
の
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
提
出
し
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
出
を
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

一

申
出
を
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

法
令
に
違
反
す
る
事
実
の
内
容

二

法
令
に
違
反
す
る
事
実
の
内
容

三

当
該
処
分
又
は
行
政
指
導
の
内
容

三

当
該
処
分
又
は
行
政
指
導
の
内
容

四

当
該
処
分
又
は
行
政
指
導
の
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項

四

当
該
処
分
又
は
行
政
指
導
の
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項

五

当
該
処
分
又
は
行
政
指
導
が
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
料
す
る
理
由

五

当
該
処
分
又
は
行
政
指
導
が
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
料
す
る
理
由

六

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

六

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

３

当
該
行
政
庁
又
は
県
の
機
関
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
と

３

当
該
行
政
庁
又
は
県
の
機
関
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
と

き
は
、
必
要
な
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
必
要
な
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
当
該
処
分
又
は
行
政
指
導
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

き
は
、
当
該
処
分
又
は
行
政
指
導
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
章

届
出

第
五
章

届
出

第
三
十
八
条

（
略
）

第
三
十
六
条

（
略
）


